
- 47 - 

 

⑶ 子育て・医療・福祉の安心の向上 

 

○小学校における地域連携の事例 

・教育やコミュニティ形成に学校等と連携して取り組むことは非常に有効である。以下

に学校と地域が連携して教育や地域づくりに取り組んでいる例をあげる。 

 

◆浦添市立浦添小学校 
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◆那覇市立銘苅小学校 
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○空き家活用介護施設の事例 

・ニュータウンにはかなりの空き家があり、活用可能であっても活用されていないもの

も多い。一方、地区内では福祉や介護の場所が不足している事態もある。以下に、空

き家を福祉用途にリノベーションした例をあげる。 

 

◆潤生園やすらぎの家 成田(出典「空き家・空きビルの福祉転用」) 
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◆ヘルスケアタウンにしおおい(出典「空き家・空きビルの福祉転用」) 
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○空き家活用ネットワークの事例 

・空き家については様々な理由から有効活用が進まない状態となっている。この活用を

進めるための仕組みを整備した事例を以下にあげる。 

 

◆前橋市空き家活用ネットワーク 

◇「前橋市空き家ネット」とは 

前橋市内に所在する空き家の所有者の方などから「空き家を売却したい」又は「空き

家を貸したい」という希望があった場合、あるいは、市民の方などから「空き家を購入

したい」又は「空き家を借りたい」という希望があった場合に、市が窓口となって、登

録事業者に情報を提供し、あるいは空き家に関する情報を提供いただき、空き家の利活

用を促進する仕組みです。 

◇協力事業者の登録について 

「前橋市空き家ネット」に協力をいただける事業者は、登録申請書に必要書類を添付

して、前橋市空き家利活用センターに持参又は郵送してください。なお、協力事業者の

登録は、宅地建物取引業の免許を受けている者を単位とします。 
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○福祉施設整備に関する規制 

・福祉施設の整備にあたっては、都市計画法、建築基準法、その他関係法令で様々な安

全に関する規制がある。以下に、都市計画法に基づく規制をあげる。 

 

◆用途地域による規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保育園・保育所：どの用途でも建築可。 

・認定子ども園等の子育て支援施設：児童福祉法により建築基準法上の下表の該当施設と

同等として制限を受ける。 

・医療施設：病院は、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、工業地域、工

業専用地域で建築不可。診療所は全ての用途地域で建築可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：横浜市 HP 資料から抜粋） 
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・老人ホーム、福祉ホーム等は、工業専用地域を除いて建築可能。 

・老人福祉センターは、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域では 600 ㎡

以下であれば建築可能。その他は制限なく建築可能。 
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⑷ 既存資産（ストック）の有効活用による多様な活動の促進 

 

○住宅リノベーション事例 

・近年、老朽化した団地を良好に再生し、高い入居者の評価を得ている団地が多く存在

している。以下に、良好に再生され評価が高い整備例をあげる。 

 

◆ホシノタニ住宅 

小田急電鉄所有の 1965 年と 1970 年建設の 2 棟の団地及び周辺を、2015 年にリノベ

ーションした住宅。 

住棟の間に広場や貸農園を設けるなど、開かれた外構えと高度なリノベーションによ

る高質な住環境の形成が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

大 きな原 っぱをもつ子育て支援施

設  
ご主人様の前を思いっきり走り回れるドッグラン  

出勤前でも少しずつ世話のできる貸し農園『シェア畑』  
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◆多摩平の森 住棟ルネッサンス事業（老朽ＵＲ団地のリノベーション） 

 

多摩平の森 住棟ルネッサンス事業の概要 

多摩平団地の団地再生事業に伴い、空き家となった 5 棟の建物を民間事業者 3 者へ 15～20 年間

建物賃貸し、各事業者の企画・設計により改修工事を行い、民間の賃貸住宅等として活用しま

す。 
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住棟ルネッサンス事業 対象住棟 

 住棟：5 棟（237,238,243,244,247 号棟） 

 構造：4 階建 階段室型 壁式構造 

 住戸：3K（42.3 平方メートル） 

団地概要 

 所在地：東京都日野市多摩平 

 交通：JR 中央線豊田駅徒歩 2～13 分 

  建替前 建替後 

名称 多摩平団地 多摩平の森 

管理開始 昭和 33 年度 平成 13 年度～ 

管理戸数 2,725 戸 1,528 戸 

整備敷地   約 18ha 

改修前住棟（3 階段室型） 
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多摩平の森 住棟ルネッサンス事業 全体概要 

 

計画概要 

名称 (1)りえんと多摩平 (2)AURA243 多摩平の森 (3)ゆいま～る多摩平の森 

事業者 東電不動産（株） たなべ物産（株） （株）コミュニティネット 

事業方式 

（建物賃貸期間） 
スケルトン賃貸型（15 年） スケルトン賃貸型（15 年） スケルトン賃貸型（20 年） 

棟数 2 棟（244,247 号棟） 1 棟（243 号棟） 2 棟（237,238 号棟） 

改修前戸数 56 戸 24 戸 64 戸 

主な用途 

団地型シェアハウス 142 室 

共用ラウンジ・シャワー室・

ランドリー 

菜園付き賃貸住宅 24 戸 

貸し菜園 

小屋付専用庭 

高齢者専用賃貸住宅（予定）32 戸 

コミュニティハウス 31 戸 

小規模多機能居宅介護施設（予

定） 

主な居住者像 
若い社会人 

近隣の大学に通う学生 

スローライフカップル 

アクティブシニア 

子育てカップル 

高齢者を中心とした多世代向け 

完成時期 平成 23 年 3 月 平成 23 年 6 月 平成 23 年 9 月（予定） 
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◇AURA243 多摩平の森（老朽ＵＲ団地のリノベーション） 

 

AURA243 多摩平の森 

 事業者：たなべ物産株式会社 

 企画・設計：株式会社ブルースタジオ 

 対象住棟：243 号棟 

 主な用途：貸し菜園・庭付き共同住宅 
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特徴 

歴史ある多摩平の自然環境、都心では味わえない広い青空、ゆとりある団地の特性を活かし、貸

し菜園「ひだまりファーム」（全 45 区画）、デンマークの"コロニヘーヴ"に着想を得た小屋付き

の貸し庭「コロニーガーデン」（全 9 区画）、住人祭や地域のイベントを開催できる「AURA ハ

ウス」、四季折々の実のなる 4 つの木が植わる「実のなる庭」を併設した賃貸共同住宅です。都

心近郊にありながら菜園や庭を持つ生活。そこには、大地と人、地域とのつながりを感じなが

ら、スローライフを楽しめる住環境があります。 

入居ターゲットは 20 代からシニア層までの 2 人暮らし。1 階は約 50 平米の前庭に玄関のある

「ヤードハウス」（全 6 戸）。2 階から 4 階は約 15 畳のリビングダイニングを中心とした 1LDK

の「ひなたぼっこハウス」（全 18 戸）。併設された菜園や庭をレンタルし、アウトドアな趣味や

子育てを自然のなかで楽しむ暮らしを提案しています。 

 

主な活用用途 

 ヤードハウス（1 階） 

≫1LDK（42.3 平方メートル）＋専用庭：6 戸 

 スタンダードルーム（2～4 階） 

≫1LDK（42.3 平方メートル）：18 戸 

 貸し菜園「ひだまりファーム」（8 平方メートル）：45 区画 

 コロニーガーデン（専用庭群 33～51 平方メートル）：9 区画 

＜賃料＞85,000～110,000 円 別途管理費 3,500 円 

＜貸し菜園＞7,500 円 

＜コロニーガーデン＞8,400 円～18,900 円 
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主な建物改修の内容 

 屋根防水、外壁の修繕、窓のアルミサッシ化・ペアガラス化 

 内装の撤去・新設 

 1 階バルコニー撤去のうえ広いテラスと専用庭の新設 

 1 階床撤去による天井高さ拡張 

 住民共用施設として大屋根あずまやがある屋外イベントスペースの新設 

 近隣住民も利用可能な貸し庭・菜園の新設 
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◇りえんと多摩平（団地型シェアハウス、共用ラウンジ） 
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○リノベーションスクール開催事例 

・空き家の活用に関しては、空き家活用のアイデアと事業計画の作成、実施主体、運営

主体の整備が必要である。リノベーションスクールはスクールといいながらも、実際

の空き家事例を題材にリノベーションプランを参加者で練り上げ、オーナーに提案す

るばかりでなく、参加者が実施主体となり実現化することもあるという、新たな資産

活用の仕組みである。以下に、北九州から始まったリノベーションスクールの実施例

をあげる。 

 

◆北九州、他(ライオン建築事務所、アフタヌーンソサエティ) 

◇趣旨 
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○発注支援業務制度 

・高蔵寺ニュータウンの整備については、同時に多くの業務が発生するため、行政の人員

だけでこれに対応することが困難となることが考えられる。そこで、業務発注について

も民間の力を活用する制度の適用が考えられる。 

 

・官公庁（国や都道府県、政令市、特殊法人など）の中で、公共事業（工事）発注に伴っ

て発生する業務（工事積算や工事検査など）を発注者の職員（公務員）に代わって行う

もので、基本的に補助業務です。 

・公共事業（公共投資）は、1990 年代初頭のピークから 2010 年頃までの十数年間でほぼ

半減したと言われますが、昨今のコンプライアンス強化や公務員削減、また東日本大震

災の復興需要やインフラの老朽化整備等の影響により、官公庁では公共事業費の減少と

は反対に、事業を行うための”業務量”は増える傾向にあると言われています。（国交省

が従来の積み上げ型積算方式を、より手間のかからないユニット型の積算方式に方向転

換した事なども、官庁の業務量が増加していることの表れといえます。） 

・職員が行う工事発注の為のさまざまな業務を補い、なおかつ「民間で出来る業務は民間

に」という国の方針のもと、「発注者支援業務」は生まれました。建設コンサルタント業

務として分類され、各公共機関から発注されています。まさに名前の通り、公共事業の

「発注者」を「支援」するための「業務」といえます。 

・発注支援業務としては以下のものが挙げられています。 

 

○発注者支援業務 

 ・工事監督支援 業務 

 ・技術審査 業務 

 ・積算技術 業務  

  

○公物管理 

 ・河川巡視支援 業務（河川関係） 

 ・ダム管理支援 業務（河川関係） 

 ・道路許認可審査・適正化指導 業務（道路関係） 

  

○行政事務補助 

 ・調査計画資料作成 業務 
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○空き家の他用途転用事例 

・空き家については、地域コミュニティの活性化などに活用すべきということは共通で

あるが、実際に活用することは運営や資金の問題などからなかなか困難である。以下

に、様々な主体が協力して空き家となっている民家を地区の需要に応じて多用途に活

用している例をあげる。 

 

◆国立谷保地区 

◇「やぼろじ」ができるまで 

「やぼろじ」は、東京都国立市谷保、都道（元甲州街道）沿い、江戸時代から続く旧

家「本田家」の敷地の一角にあります。 

ここは谷保村の医者本田と呼ばれ、地域医療を担ってきた民家です。 

約 360 坪の敷地には、庭、築 50 年の母屋、離れ、井戸小屋、蔵、畑がありましたが、

先代が診療所を閉じ、家主は横浜へ移転。10 年以上空き家になっていました。 

2009 年秋。“この場所をもっと有効に活用できるのでは”と、まずはじめに、路地の

奥につづく畑の開墾が始まりました。 

さらに翌年 6 月、「谷保の家再生プロジェクト」が発足し、 地主・職人・学生・子ど

もたちの協力により、敷地全体を大規模改修。 

敷地を囲っていたコンクリート塀も撤去され、敷地と路地もひとつながりに。 

ここを「谷保の路地に開かれた場所」にしたいと「やぼろじ」と命名しました。 

 

◇「やぼろじ」のいま 

「やぼろじ」の民家には現在、カフェ、工房、ガーデン、デザイナーや建築家、書店・

ギャラリーが入居し、シェアしています。畑はコミュニティガーデンとして 

「野の暮らし」が活動を行っています。 

また、地域活性の場として、協働で年に数回のガーデンパーティを開催したり、それ

ぞれの職能を活かした発信や交流の場として、住や食、農や自然など、くらしに関する

ワークショップやトークショーなどのイベントも行っています。 

田んぼの残る谷保の里山、庭の草木花、豊かな自然。 

蔵、井戸、縁側、茶の間、欄間、土壁などの日本の伝統的な佇まい。 

畑へ続く路地裏のどこかなつかしい風景。 

この恵まれた環境の大切さを感じながら、これからも民家を拠点に、自分たちがいま

出来ることをていねいに続け、未来につなげていきたいと思います。 
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○他用途転用にかかる制限等 

・他用途転用については、都市計画法、建築基準法等による安全上の制限があるととも

に、整備する施設に係わる法体系に基づく様々な規制がある。これらについては、前

提条件となると同時に今後の活用に向けて制限の緩和を求めていくべき事項でもある。

現状の制限の概要と空き家活用にあたっての主な課題を以下にあげる。 

 

◆都計法、基準法の制限の整理（資料：「空き家・空きビルの福祉転用」） 

 

・空き家、空きビルを福祉目的に転用する場合、建築関連の法制度と福祉関連の法制度

（おおむね以下の表の通り）に従った施設内容とする必要がある。 

・これらの法制度に従って建物のリノベーションを行う必要があるが、現実的にはこの

法制度の全てをクリアするようにリノベーションを行うには、コスト、施設面積、施

設内容確保等の面で困難な状況が生じている。 

 

表 福祉用途転用に関する法制度等 

建築制度 福祉制度 

・建築基準法 

・消防法 

・バリアフリー法 

・耐震改修促進法 

・住宅品質確保法 

・人にやさしいまちづくり条例 

・老人福祉法 

・介護保険法 

・児童福祉法 

・障害者自立支援法 

・高齢者の居住の安定確保に関する法律 

 

◇主な課題 

・建築基準法や消防法上、もともとは住宅であった建物が、共同住宅、寄宿舎、福祉施

設に用途変更されるため、防火・防災のための構造材や内外装の更新、消防設備、避

難設備等の追加設置などの必要性が生じ、この変更には相当のコストがかかる。 

・福祉施設の基準とする定員や必要な部屋と面積、スタッフ数などが規定された設置基

準設置要件を満たすためには、当該物件の面積が不足するなど、基準を満たした施設

とすることが非常に困難。 

・元々バリアフリー化されていない住宅を、福祉施設対応の高度なバリアフリー化する

ことが極めて困難で施設運用上不合理となる。 

 

・現在、上記のような状況を改善するため、法制度の改善や実態に応じた柔軟な運用に

ついて様々な主体で検討が進められているところである。 
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○公園の利活用事例 

・公園については、公共空間であることから様々な規制がある。しかし、少子高齢化が

進む中、当初の子どもが利用する公園から公園の利用要望も変化し、またほとんど利

用されていない公園の活用も進める必要がある。これらの有効活用に向けて、法制度

の規制を一部緩和して活用を後押しした例をあげる。 

 

◆都市公園を活用したオープンカフェ・各種イベントの実施事例（福岡県福岡市） 

（参考文献：「都心における公園の役割と賑わい創出空間としての可能性」） 
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⑸ ニュータウンを超えた広域的なまちづくりの推進 

 

○周辺地区開発整備の状況 

◆名古屋市志段味開発の状況 
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３ 計画の推進と見直し 

⑴ まちづくりの担い手の形成 

 

○まちづくりの担い手の形成 

・今回の計画策定において、様々な施策を立案し実行していくことになるが、多くの施

策は公共だけで実現できるものではなく、地域や企業等の助力を得て実現していかな

くてはいけないものである。このための推進体制づくりの先行例として、千里ニュー

タウン、多摩ニュータウンにおける取組み例をあげる。 

 

◆千里ニュータウンの組織、事業、資金等の事例 

◇再生推進主体、推進事業の根拠 

千里ニュータウンは、昭和 37 年(1962 年)のまちびらきから 50 年が経過し、その

間、緑が育ち、人々が暮らしを営み、様々な地域活動や市民活動が展開されるなど、ま

ちとして大きく成長してきました。 

しかし一方で、少子・高齢化の進展など様々な課題がみられるようになり、さらに

は、老朽化した住宅の建替えがはじまり、その動きが本格化する時期を迎えています。 

千里ニュータウンの状況をふまえ、大阪府、豊中市、吹田市、独立行政法人都市再生

機構、大阪府住宅供給公社、財団法人大阪府タウン管理財団で構成する「千里ニュータ

ウン再生連絡協議会」では、千里ニュータウンの様々な課題を解決しながら、まちの活

力を発展、継承していくための基本的な考え方を示す「千里ニュータウン再生指針」を

策定し、各種取り組みを進めています。 
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◇まちづくり推進状況 
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◆多摩ニュータウンの組織、事業、資金等の概要 

◇多摩ニュータウン再生方針策定の検討体制（平成 26 年度、27 年度） 

 

 


